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尾張旭市地域密着型サービス事業者募集要項 

 

１ 公募の趣旨 

  地域密着型サービスとは、高齢者が中重度の要介護状態となっても可能な限り住み慣れ

た自宅又は地域で安心して生活が続けられるよう提供されるもので、本市では「尾張旭市

高齢者保健福祉計画」において、令和６年度から令和８年度までの３年間で整備するサー

ビス必要量を定めています。 

  この計画に基づいて地域密着型サービス基盤の整備を進め、かつ可能な限り質の高いサ

ービスを提供し、また事業者の選定に公正・公平を確保する観点から、地域密着型サービ

スを開設する事業者を募集します。 

 

２ 募集対象事業所等 

 ⑴ 令和６年度に公募する地域密着型サービスの種類と募集事業者数 

 地域密着型サービスの種類 事業者数 

１ （介護予防）認知症対応型共同生活介護（入所定員１８人） １事業者 

２ 
看護小規模多機能型居宅介護 １事業所（登録定員２９人以下）を

併設する（介護予防）認知症対応型共同生活介護（入所定員９人） 
１事業者 

  ※２について、看護小規模多機能型居宅介護 １事業所（登録定員２９人以下）のみで

の開設を妨げるものではありません。 

⑵ 募集圏域 

   本市では日常生活圏域を設定していないため、市内全域における事業計画を募集しま

す。 

 

３ 応募資格 

⑴ 応募時点で法人格を有していること。 

⑵ 介護サービスを提供するために必要な能力、資産及び意欲を有しており、法人市民税

等の公債権の滞納がなく（債務承認し、計画的に分納している場合は除く。）、長期に安

定した運営が可能であること。 

⑶ 介護保険法第７８条の２第４項各号及び第１１５条の１２第２項各号に規定する欠

格事項の規定に該当しないこと。役員等が、尾張旭市が行う事務及び事業からの暴力団

排除に関する要綱第２条第６項に規定する排除対象者に該当しないこと。 

※ 役員等とは、介護保険法第７０条第２項第６号に規定する「業務を執行する社員、

取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有

する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれ
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らに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」を指す。 

⑷ 過去の都道府県または市町村の指導監査の結果、重大な指摘事項がないこと。 

 

４ 開設の条件等 

⑴ 令和７年度中（令和８年３月末日まで）に施設整備を完了し、令和８年４月１日まで

に開設できること。 

※ 既存施設を活用する場合等、直ちに事業を開始できる場合は、令和７年度中の開設

も問題ありません。 

⑵ 法令順守等 

 ア 介護保険法及び関連する省令等に定められた基準を満たしていること。 

 イ 地域密着型サービス制度の趣旨及び市の高齢者保健福祉計画に沿った事業計画で

あること。 

⑶ 立地要件 

 ア 公共交通機関等交通の利便性及び災害に対する安全性が確保された立地とするこ

と。 

 イ 住宅地又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の

中にあること。 

  ウ 急傾斜地崩壊危険区域に指定されていないこと。 

  エ 土砂災害警戒区域に指定されていないこと。 

⑷ 事業予定地 

  ア 事業予定地は、自己所有又は取得が確実に見込まれること。また、借地とする場合

は事業の継続性を確保する観点から、建物の耐用年数に相当する長期の賃貸借契約が

締結されている、又は契約締結が確約されていること。 

イ 事前に、農地法、都市計画法等による規制や、尾張旭市宅地開発等指導要綱の整備

基準等について、関係機関等と調整を行うこと。 

※ 特に事業予定地が市街化調整区域にある場合は、施設整備の可否について、都市

計画課（開発担当）と調整してください。 

※ 農地である場合は、農地法（昭和 27 年法律第 229 号）第 4 条第 1 項及び第 5 条

第 1項に基づく農地転用許可が得られることが条件となりますが、農業振興地域の

整備に関する法律（昭和 44年法律第 58号）第 8条第 2項第 1号に規定する区域は

事業地に含めないでください。 

⑸ 建物・設備等の要件 

  ア 建築基準法、消防法等を遵守した事業計画とすること。防火対象物の使用開始の届

等が必要となることがありますので、消防本部予防課へ事前にご相談ください。 

  イ 建物は高齢者に配慮した設計であること。 

 ⑹ 地元説明・隣接地権者への説明 

  ア 応募の段階で地元説明会を開催する等、事業計画の十分な周知説明をすること。ま

た、選定された事業者は、選定から１か月以内に地元住民への説明会を開催の上、市
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に報告すること。 

  イ 事業予定地の隣接地権者に対し、事業計画に関する資料を配布し、個別に説明を行

っていること。 

⑺ 資金計画 

ア 補助金を見込まず事業を遂行する計画であること（全額借入れによる計画は不可。）。 

イ 施設の運営収入が確保されるまでの運転資金として、年間事業費の１２分の３以上

に相当する額を自己資金又は寄付金で確保していること。 

 

５ 整備費等に対する補助金 

⑴ 概要 

令和７年度の整備等に対する補助金等の助成について、国や県の補助制度の有無をは

じめ、金額等は本公募時点では確定しておりません。愛知県地域医療介護総合確保基金

を財源として行う予定ですが、必ずしも補助金の助成が受けられるものではないため、

補助金を見込まず事業を遂行する計画としてください。 

ア 地域密着型サービス等整備等助成事業費補助金 

 地域密着型サービス施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費を補助するもの 

イ 施設開設準備経費等支援事業費補助金 

 施設等の開設時に必要な初度経費（需用費、使用料及び賃借料、備品購入費、人件

費等）について補助するもの 

⑵ 交付予定額 

サービス種別 

ア 地域密着型サービス

等整備等助成事業費補

助金 

イ 施設開設準備経費等

支援事業費補助金 

（介護予防）認知症対応

型共同生活介護 
39,600千円／施設 989千円／定員 

看護小規模多機能型居宅

介護事業所 
39,600千円／施設 989千円／宿泊定員 

⑶ 注意事項 

ア 災害イエローゾーンへの新規整備は原則補助の対象外となります。 

イ 補助金の助成を受ける場合は、令和７年度予算での対応となるため、令和６年度に

工事の着工はできません。 

ウ 愛知県から市への内示は、原則、国からの内示後（例年秋ごろ）となることが予想

され、内示前着工は認められません。 

エ 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う

契約手続きの取扱いに準拠する等の必要があります。 

 

６ 選定方法 

 ⑴ 事業者の決定方法 
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地域密着型サービス事業所設置計画審査委員会による審査結果を踏まえ、決定する。 

 ⑵ 審査方法 

   提出した事業計画が指定基準等に沿った計画であるかを審査するとともに、書類審査、

ヒアリング等を実施します。また、応募事業者が複数の場合は、プロポーザル審査を実

施します。 

 ⑶ 主な審査項目 

  ア 配置計画及び建設用地に関する事項 

  イ 建物および設備に関する事項 

  ウ 運営に関する事項 

エ 資金に関する事項 

オ 法人の運営に関する事項 

⑷ 選考結果の通知および公表 

  選考結果は、すべての事業者に文書で通知します。また、選考結果を市ホームページ

で公表します。 

 

７ スケジュール（予定） 

期間 内容 

令和 6年 12月 3日（火）～ 

令和 7年 1月 31日（金）17時 
事業計画書受付 

2月上旬～3月中旬 書類審査・現地確認・プロポーザル審査等 

3月中旬～3月下旬 選定結果通知・公表 

4月以降 補助金を利用しない場合 補助金を利用する場合 

設置準備に着手 

国（県）へ交付金申請 

国（県）交付金の内示 

施行業者入札・契約 

設置準備着手 

令和 7年度中 

（令和 7 年 4 月～令和 8 年 3

月） 

・施設の建設・備品等の調達 

・事業者指定に必要な研修を受講 

・開設準備に伴う人材確保等 

令和 8年 3月まで 事業者指定に関し介護保険運営協議会に諮問 

令和 8年 4月 1日 事業者指定・サービス提供開始 

   

８ 募集概要 

 ⑴ 応募期間 

   令和６年１２月３日（火）から令和７年１月３１日（金）午後５時まで 

⑵ 応募方法 

   尾張旭市長寿課の窓口に事業計画書を正本１部、副本９部の合計１０部ご提出くださ

い（郵送可・１月３１日必着）。 
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⑶ 事業計画書 

事業計画書の様式は、ホームページに掲載しますので、ダウンロードのうえ、ご利用

ください。 

提出の際は、フラットファイル（Ａ４片面刷り・縦型・左綴じ。ただし、図面はＡ３

で作成しＡ４に調整すること）で綴り、表紙及び背表紙に法人名及び事業所名（仮称）

を記入し、項目ごとにインデックスを付けたものをご提出ください。 

  【例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 事業計画書提出にあたってのご注意 

⑴ 事業計画書提出にあたり、資料の追加や修正をお願いすることがありますので、締切

日直前は極力避け、日程に余裕をもってご提出ください。 

⑵ 事業計画等の作成に伴う費用は全額事業者負担となり、ご提出いただいた書類等の返

却はいたしません。 

⑶ ご提出いただいた書類等は、地域密着型サービス事業者選考以外の目的には使用しま

せん。ただし、尾張旭市情報公開条例の定めにより不開示情報（個人情報や法人等の利

益を害する恐れがある情報）を除き、開示の対象となります。 

⑷ 本市では計画的に地域密着型サービス基盤の整備を進めております。したがって、内

諾を受けた後は、開設時期を延期することや、開設場所を変更することは出来ません。

あらかじめご了承の上、事業計画の立案にあたっては十分にご検討ください。 

 

 

【書類提出窓口・お問い合わせ先】 

尾張旭市 健康福祉部 長寿課 庶務係（内線 348） 

 〒488-8666 尾張旭市東大道町原田 2600番地 1 

 電話 0561-76-8138（直通） 

電話 0561-53-2111（代表） 

 ﾒｰﾙ：choju@city.owariasahi.lg.jp 
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